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東京2020大会における大会関係者の公共交通機関の

利用に係る運賃精算の契約について

資料１３



１.審議事項

東京2020大会では、大会関係者による公共交通の利用については、専

用の輸送サービスを補完するものとして、積極的に利活用する。メディア

による競技会場間の移動や練習会場への移動、メディア・IFによる出入国

輸送などは、専用の輸送サービスよりも効率的に提供できる。

また、ボランティアについては、業務上の移動が発生した場合は、組織

委は交通費（運賃）の負担が必要である。

公共交通（鉄道・路線バス等）の運賃については、専用のＩＣカード

（ＴＰカード）を利用することにより利用実績の集計が可能である。

この運賃を後払いにより組織委員会が負担するために、交通事業者と運

賃の精算（請求・支払）に係る契約を締結することについて、承認をいた

だきたい。
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２.運賃精算の仕組み（TPカード）

１. 利用範囲
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・ 東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城

の公式会場（競技会場、練習会場、

公式ホテル、公式空港など）を

含むエリア

・鉄道 ２７事業者

・バス １８事業者



Olympic Paralympic

２.運賃精算の仕組み（TPカード）

２. TPカードデザインと有効期間・利用条件
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※カード券面は延期前（2020.3）に制作済み ⇒ カード有効期間の設定などデータの書込みは2021.3から作業を再開

・大会関係者（利用者）がTPカードにより公共交通（鉄道・バス）を利用する。

・大会関係者（利用者）には、一般の乗客と同様に規約（運送約款等）が適用される。

・費用（運賃）を組織委員会が負担する。

・運賃は通常の大人運賃を適用し、利用実績に基づいて精算・支払う

【有効期間】オリンピック ：2021.7.9-8.11 ／ パラリンピック：2021.8.9-9.8



２.運賃精算の仕組み（TPカード）
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３. 利用から運賃精算までの流れ
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※１ 利用実績の集計・報告業務は、別途ＪＲ東日本に業務委託

TP Card

今回審議事項



〇コロナ対策による公共交通機関の利用制限
・選手等（選手、コーチ、審判など）
公共交通機関については、競技参加のために地方の競技会場等へ移動する場合など、やむを得ない場合
以外は使用しない（国内在住者も利用できない）

・その他 大会関係者
海外からの入国者は14日間は公共交通を利用できない／国内在住者は使用可

３.コロナ対策による影響

5

ＳＨ カテゴリ― 公共交通使用可否 備 考

選手/
NOC/NPC

Aa,Acなど 不可 国内在住者も使用不可

上記以外
待機期間（入国から14日間）経過後に使用

可
国内在住者は使用可

IF

TO,TD 不可 国内在住者も使用不可

それ以外
待機期間（入国から14日間）経過後に使用

可
国内在住者は使用可

Media 同上 同上

OF/PF 同上 同上

MP 同上 同上

〇運用方法
・利用制限は、TPカードを配布するときに対応し、制限をクリアした人のみに配布する。
・TPカード本体には利用制限を組み込まず、延期前と同じ仕組みで準備する。

〇利用者の推計
・国内・海外の内訳別にSH人数を見直し／利用期間を短縮



４.調達概要

件 名 東京2020大会における大会関係者の公共交通機関に係る契約

内 容
・TPカードによる公共交通機関の利用
・利用実績にもとづく運賃の後払い精算

執行見込額 V5予算の範囲内

調達方式
（予定）

特別契約
相手方：交通事業者（鉄道・バス会社）４５社

契約期間
（予定）

2021年7月9日～2021年9月8日

その他
・ＴＰカードの製作、利用実績の集計・報告については、ＪＲ東日本に別途委託
契約済み
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５.スケジュール
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2021.4 2021.5 2021.6 2021.7 2021.8 2021.9 2021.10

1.1 契約案の検討・調整

1.2 契約締結

1.3 請求支払

2.1 カード製造（委託契約済）

2.2 カード配布準備・テスト

2.3 カード配布

ＴＰカード配布

ＴＰ利用スケジュール

鉄道・バス事業者との契約
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